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1  総則 

1.1  適用範囲 

この仕様書は，移動及び機動展開時に隊員が展開地で２～３日程度自活する場合に使用

する自活車（以下，“車両”という。）について規定する。 

1.2  用語及び定義 

この仕様書に用いる主な用語及び定義は，次によるほか，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００８の

1.2 及びＣ＆ＬＰＳ－Ｙ００００７の 1.2 による。 

1.2.1 

空車状態 

空車状態とは，車両に燃料，潤滑油，冷却水などを全量搭載し，附属品及び予備品を取

付位置などに収納した状態をいう。 

1.2.2 

積車状態 

積車状態とは，空車状態の車両に操縦手１名（８０ｋｇ），助手２名（８０ｋｇ×２）

が乗車し，荷物を均等に積載して，車両総質量（最大１１ ０００ ｋｇ）までとした状態

をいう。 

1.3  引用文書 

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書

の一部をなすものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。 

なお，引用文書に定める内容がこの仕様書に定める内容と相違する場合は，c)を除き，

仕様書に定める内容が優先する。 

a) 規格 
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b) 仕様書 

Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００８ 車両等共通仕様書 

Ｃ＆ＬＰＳ－Ｙ００００７ 調達品等一般共通仕様書 

c) 法令等 

自衛隊の使用する自動車に関する訓令（昭和４５年防衛庁訓令第１号） 

消防法（昭和２３年法律第１８６号） 

道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号） 

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成１２年法律第１００号） 

環境物品等の調達の推進に関する基本方針（平成１３年環境省告示１１号） 

2  製品に関する要求 

2.1  設計条件 

設計条件は，次によるほか，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００８の 2.1 による。 

なお，国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律に基づく，環境物品等の調達の推

進に関する基本方針に規定する燃費基準値は，適用しない。 

a) 走行条件 次の条件を含む高速道路，一般道路及び路外を走行することが可能でなけ

ればならない。 

1) 縦断こう配３０％以上の雨のアスファルト舗装道路 

2) 除雪した積雪道路 

3) 演習場等の不整地 

b) 外囲条件 外囲条件は，耐寒及び耐熱性に優れ，－３０℃～＋４０℃で正常に運用す

ることが可能でなければならない。ただし，エンジンの始動は，－２０℃～＋４０℃

で支障があってはならない。 

c) 使用条件 使用条件は，次による。 

1) 隊員６名が２～３日程度自活することが可能でなければならない。 

2) 展開地で直ちに使用することが可能でなければならない。 

3) 走行時及び展開時において，騒音防止のための配慮をしなければならない。 

4) 各種車載品に電力を供給することが可能でなければならない。 

d) 自衛隊の使用する自動車に関する訓令（以下，“訓令”という。）に適合しなければ

ならない。 

2.2  材料・部品・加工方法 

材料，部品及び加工方法は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００８の 2.2 によるほか，次によ

る。 

a) 車両各部は，不整地走行等による振動に耐え，車載品に支障を与えないものとし，各 

溶接箇所の亀裂，ねじ締結部に緩み等が生じないよう加工しなければならない。 

b) 配線及び配管の交換が容易に行うことが可能であるように配慮する。 

 

品  名 自活車 
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2.3  構成 

構成は，次によるほか，d)～j)，l)及び m)はバンボディー内部に，k)及び n)はバンボ

ディー外部に，それぞれ設備する。 

a) シャシ 

b) 操縦室 

c) バンボディー 

d) 冷暖房装置 

e) ベッド 

f) シャワー室 

g) トイレ室 

h) 流し台 

i) 給湯器 

j) テーブル（食卓） 

k) 清水タンク・汚水タンク・排水用装置 

l) 電気設備 

m) 電気器具等 

n) 発動発電機 

o) 灯火類 

p) その他 

2.4  構造・形状・寸法・質量 

2.4.1  構造・形状 

構造及び形状は，次による。 

a) 市販のトラックのシャシに，バンボディーを架装したもので，付図を基準とする。 

なお，その他規定のない事項については，製造会社仕様とし，細部は，承認図面に 

よる。 

b) シャシ シャシは，次による。 

1) 機関 機関は，次による。 

1.1) 形式     ４サイクル水冷ディーゼル機関 

1.2) 最高出力   １４３．４２kW 以上 

1.3) 最大トルク  ５００．１３N・m 以上 

1.4) 始動用蓄電池 容量１２０Ah 以上 

2) 駆動方式は，総輪駆動とする。ただし，駆動の切替えが可能な場合は，操縦席から

   容易に実施できなければならない。 

3) 燃料タンクは，２００Ｌ以上とする。 

c) 操縦室 操縦室は，次による。 

1) 乗車定員は，操縦手を含め３名とする。 

2) 運行記録計［電気式１日計用（１２０km／ｈ）］を設ける。 

3) エアコン（製造会社仕様）を設ける。 

品  名 自活車 
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4) 操縦室上部にウインドディフレクター（製造会社仕様）を取付ける。 

 5) カーナビゲーションシステム（製造会社仕様）１式を取り付ける。ただし，テレビの視

聴ができない措置を講じなければならない。 

 6) ＥＴＣ対応車載器（製造会社仕様）を取り付ける。 

なお，セットアップを行う。 

7) ドライブレコーダー（製造会社仕様）を取り付ける。 

8) スマートルームミラー（製造会社仕様）を取り付ける。 

9) バックモニター（製造会社仕様）を取り付ける。 

d) バンボディー バンボディーは，次による。   

1) 骨格及び外板は，スチール，アルミ材，複合材等（製造会社仕様）を使用するなど

   軽量化し，内張板には，不燃又は難燃材を用いなければならない。また，外板と内

   張板の間には，断熱材（製造会社仕様）を挿入する。 

2) 床構造は，耐水性のアピトン合板などに床上張りを貼りつけた，水洗い可能（水抜

   き穴付）な構造とする。 

3) 窓 窓は，次による。 

3.1) 固定窓は，バンボディー前面，昇降口扉及びトイレに各１ＥＡ以上設け，暗幕を

    設ける。 

3.2) 開閉窓は，バンボディー左右両面及び流し台上部に片側２ＥＡ以上設け, 取外し

    可能な防虫用アミ戸及び仮眠用暗幕を設ける。 

なお，非常時には，人員の脱出が可能でなければならない。 

4) 左側面に，出入りが容易な昇降口（扉付き）を設ける。また，昇降口は，軽合金な

   どを使用し，軽量化した着脱式昇降ステップ（手すり，滑り止め及び昇降口用固定

   装置付き）及び照明装置を設ける。 

なお，昇降口の屋根部には，天幕などの取付金具を設ける。 

5) バンボディー前方に，冷暖房装置の室外機を設ける。 

6) 屋根にテレビアンテナ及びフライシート取付用のパイプを，左右に各１ＥＡ設け

る。 

7) バンボディー内部に，有線電話及びテレビアンテナの接続口［配線及び取り出しコ

   ネクタ（有線電話：モジューラージャック，テレビアンテナ：同軸ケーブル用端 

   子）］を設ける。 

8) 後部に，スペアタイヤ及び着脱式昇降ステップを収納するための固定装置を設け

る。また，昇降ステップ用踏板を設ける。 

e) 冷暖房装置 冷暖房装置は，次による。 

1) 冷房能力  ４．０ ｋＷ以上 

2) 暖房能力  ４．５ ｋＷ以上 

3) 冷暖房装置は，電気式とする。 

4) ２０ ℃～２８ ℃を基準に温度の設定が，可能でなければならない。 

f) ベッド ベッドは，次による。 

品  名 自活車 
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1) ６名が仮眠することが可能であり，２段式を３ＥＡ設け，収納（折り畳み）又は脱

  着式で容易に操作することが可能な構造とし，大きさは，１ ９００mm×７００mm

  （基準）とする。 

なお，ベッド地は，モケットタイプとする。 

2) ベッドの下段は，１ＥＡあたり２名用の椅子として使用することが可能な構造と

し，ベッド上段は，転落防止のアングル等を設ける。 

3) 各ベッドに，小物収納用ポケット，吊りフック及びコップ受け１組を，計６組設け

   る。 

g) シャワー室 シャワー室は，次による。 

1) シャワー室は，防水及び防錆を配慮した構造とし，カーテン等で仕切られた脱衣ス

   ペースを設ける。 

2) シャワーは，温水式とし，自動温度調節が可能で，手で持って使用することが可能

   であり，座った位置及び立ち位置に保持することが可能な構造とする。 

3) 換気扇（排気のみ），鏡［寸法：４５０mm×３５０mm（基準）］，タオル掛け及び

扉を設ける。 

h) トイレ室 トイレ室は，次による。 

1) トイレは，排泄物をラッピングする機能を設ける。 

2) 換気装置，照明装置，カーテン付き固定窓，手洗い及びタオル掛け及び扉を有し，

   ドアには，内鍵を取付ける。 

3) トイレ用消耗品の収納スペースを有し，トイレットペーパーホルダーを取付ける。 

4) 便器は，手入れが容易かつ衛生的なものでなければならない。 

i) 流し台 流し台は，次による。 

1) 流し台は，ステンレス製とし，水栓及び給湯栓を有し，清水タンク及び給湯器への

   給水及び汚水タンクへの排水用配管を設ける。 

なお，上部に照明装置を１ＥＡ設ける。 

2) 食器，洗剤などのステンレス製収納庫付きとし，６名分の食器，包丁，まな板等が

   収納でき，収納品に対して走行時の振動等を考慮しなければならない。 

j) 給湯器 給湯器は，次による。 

1) 電気式（ＡＣ１００Ｖ）とし，５５℃～８５℃を基準に湯温の調整可能な構造とす

   る。 

2) 空焚き防止装置を設ける。 

3) タンク容量は，２００Ｌ以上とし，清水タンクからの給水が容易でなければならな

い。 

k) テーブル（食卓）は，折り畳み式で収納することが可能な構造とし，未使用時は， 

ベッド下に固定できなければならない。 

l) 清水タンク・汚水タンク・排水用装置 

1) 清水タンク 清水タンクは，次による。  

 

品  名 自活車 



6 

 

 

 

 

1.1) タンクの残量が計器により確認することが可能な装置を，バンボディー室内に設

    ける。 

1.2) タンク及び配管は，ステンレス製とし，仕切板及びドレン装置を有する容量  

    ４５０Ｌ以上とする。 

1.3) 周囲は，断熱及び凍結防止処置（配管を含む。）が施され，ステンレス製のパン

    チングカバーで覆われたものとする。 

なお，タンク下部に飛石などによる損傷防止を考慮しなければならない。 

1.4) 給水ポンプ（ＡＣ１００Ｖ）により給水が可能でなければならない。 

1.5) 洗浄及び給水口の施錠が可能でなければならない。 

 

2) 汚水タンク・排水用装置 汚水タンク及び排水用装置は，次による。 

2.1) タンク及び配管は，ステンレス製とし，容量は５００Ｌ以上のタンクで，周囲

（配管を含む。）は，断熱及び凍結防止処置が施され，ステンレス製のパンチン

グカバーで覆われたものとする。 

なお，タンク下部に飛石などによる損傷防止を考慮しなければならない。 

2.2) 接続金具付の排水用ホース（５０mm×３ｍ以上）及びホースを縛着する装置を設

ける。 

2.3) 排水が容易に実施することが可能でなければならない。 

m) 電気設備 電気設備は，次による。 

1) 換気装置 換気装置は，次による。 

1.1) バンボディー内の換気装置は，換気扇（ＤＣ２４Ｖ）を天井に２ＥＡ以上取付

け，吸気及び排気が可能でなければならない。 

1.2) トイレ室の換気装置は，吸気口を１ＥＡ設けるほか，排気専用の換気扇（ＤＣ 

    ２４Ｖ）を１ＥＡ以上設ける。 

1.3) シャワー室の換気装置は，排気専用の換気扇（ＡＣ１００Ｖ）を１ＥＡ以上設け

    る。 

1.4) 流し台上部は，防滴型換気扇（ＤＣ２４Ｖ）を設ける。 

1.5) 未使用時，水密性を有しなければならない。 

2) 照明装置 照明装置は，次による。 

2.1) 室内照明は，ＬＥＤ又は白熱灯とし，天井部に４ＥＡ以上，トイレ室及びシャ 

    ワー室に１ＥＡ取り付ける。 

2.2) バンボディー内照度は，１５０ルクス以上とし，トイレ室及びシャワー室は， 

    ７５ルクス以上とする。 

なお，測定位置は，流し台上面とする。 

2.3) 非常時には，車両の蓄電池からも給電可能なものとし，給電表示ランプをバンボ

    ディー内に設ける。 

2.4) 昇降口扉解放時，自動点灯する（スイッチボックス確認用）電灯を設ける。 

品  名 自活車 
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3) 整流器 整流器は，次による。 

3.1) 給電を行い，同時に充電器機能を有し，給電容量は，２０Ａ以上とする。 

3.2) 蓄電池電圧及び充放電の状態が確認することが可能な計器類を設ける。 

4) インバータ インバータは，次による。 

4.1) ＤＣ電圧（２４Ｖ）からＡＣ電圧（１００Ｖ），電力１ｋｗ以上に変換すること

    が可能でなければならない。    

4.2) 車載用電気器具に電磁的障害を与えてはならない。 

5) 電源スイッチボックス 電源スイッチボックスは，出入口付近に設置するほか，次

   による。 

5.1) 車載用電気器具に対しては，蓄電池，整流器又は車両用蓄電池から給電すること

    を可能とする切替スイッチを設ける。 

5.2) 上記以外の電気器具については，2.4.1 m) 4) のインバータ（冷凍冷蔵庫及び給

    水ポンプ用），発動発電機及び外部電源による給電の選択が可能な切替スイッチ

    を設ける。 

5.3) 回路遮断器及び漏電警報機を設ける。 

6) 外部電源取入取出口 外部電源取入取出口は，防水構造とするほか，次による。 

6.1) 外部電源取入口の容量は，ターミナル１００Ａ以上とし，コンセントは，２０Ａ

    以上とする。 

6.2) 外部電源取出口（２Ｐ）は４ＥＡとし，容量は各１５Ａ（ＡＣ １００Ｖ）以上

とする。 

6.3) ボディ下部に有しなければならない。 

7) 電源ケーブル・アース 電源ケーブル及びアースは，次による。 

7.1) 電源ケーブル（コードリール付）は，１０ｍ（±５％）とする。 

7.2) 漏電対策用として５ｍ（±５％）のアース線付きアース棒を設ける。 
7.3) 電源ケーブル及びアース線付きアース棒を収納することが可能な収納箱を設け

る。 

7.4) 外部から各種ケーブルを引き込むことが可能でなければならない。 

7.5) バンボディー下部に有しなければならない。 

8) 蓄電池は，次によるほか，鋼板等による収納箱付きとする。 

8.1) 車載電気器具用は，２４Ｖ（１２Ｖ×２ＥＡ）２２０Ａｈとする。 

8.2) 発動発電機始動用は，１２Ｖ１００Ａｈとする。 

9) ケーブル引込み口（直径７０mm 以上）は，外部からの各種ケーブルを引込むこと

が可能であるものとし，バンボディー室内前部床面に設ける。 

なお，引込口には，防水及び防塵構造で，容易に開閉することが可能な蓋を設け

 る。 
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n) 電気器具等 電気器具等は，次による。 

なお，冷凍冷蔵庫（総容量１８０Ｌ基準），車載テレビ（２７インチ液晶基準），

 テレビ用録画・再生機器，炊飯器，電気コンロ及び電子レンジは，官側が別途調達と

 する。   

1) 電気器具等の縛着用フックは，埋込式とし，８ＥＡ以上設置する。 

2) 冷凍冷蔵庫，車載テレビ及びテレビ用録画・再生機器を設置（固定）する装置は，

   次による。 

2.1) 冷凍冷蔵庫は，部材等で固定し，振動処置がされているほか，付近にＡＣ１００

   Ｖ用コンセント（２Ｐ）を１ＥＡ以上設け，走行中に給電が可能でなければならな

   い。 

2.2) 車載テレビは，バンボディー内上部に，固定金具等により振動処置がされている

   ほか，付近にＡＣ１００Ｖ用コンセント（２Ｐ）を１ＥＡ以上設ける。 

3) 炊飯器，電気コンロ及び電子レンジの使用場所は，耐水及び耐火性に留意しなけ 

  ればならない 

なお，縛着用フックを設け，流し台の付近及び前壁に，ＡＣ１００Ｖ用コンセン

ト（２Ｐ）を各１ＥＡ以上設ける。 

o) 発動発電機 発動発電機は，次による。 

1) 機関 機関は，次による。 

1.1) 形式   ４サイクルディーゼルエンジン 

1.2) 電圧１００Ｖ，電力１０ｋｗ以上 

2) 寸法・質量 寸法及び質量は，次による。 

2.1) 寸法（本体）   長さ１ ３１５mm×幅６１５mm×高さ７３０mm 以下 

2.2) 質量（蓄電池は除く。） ３５０ kg 以下 

3) 始動用蓄電池を有し，発電電流及び電圧を確認することが可能でなければならな

い。 

4) 発動発電機室は，防音材，ゴムなどを貼り付けるなどした防音及び防震構造とし，

   バンボディー下部に設け，室内に点検用の室内照明２ＥＡを設ける。また，排気が

   室内に流入しないよう考慮しなければならない。 

5) 燃料タンク 燃料タンクは，次による。 

5.1) 容量は，１００Ｌ以上とする。 

5.2) 燃料切れを警告するランプを，バンボディー内部の適当な位置に設ける。 

p) 灯火類 

灯火類は，訓令の保安基準に適合しなければならない。 

なお，路肩灯２ＥＡを設ける。 

q) その他 その他は，次による。 

1) バンボディー室内に，雨衣等掛け用としてフックを８ＥＡ以上設ける。  

品  名 自活車 
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2) 粉末消火器 ＡＢＣ・１.８ｋｇ・自動車用の取付金具を，操縦室内及びバンボ  

   ディー室内に各１ＥＡ取り付ける。 

3) 掛鏡を，バンボディー内昇降口の付近に１ＥＡ取り付ける。 

4) バンボディー内前部左側に，ＡＣ１００Ｖ用コンセント(２Ｐ）を２ＥＡ設ける。 

5) 寒冷地仕様（製造会社仕様）の必要の有無は，調達要領指定書により指定する。 

 

2.4.2  寸法・質量 

寸法及び質量は，次によるほか，付図を基準とし，細部は承認図面による。ただし，外

装品等の突出部は除く。 

a) 全長     最大  ９ ６００mm 

b) 全幅     最大  ２ ５００mm 

c) 全高     最大  ３ ８００mm 

d) 車両総質量  最大 １１ ０００kg 

2.5  外観・性能 

2.5.1  外観 

外観は，次による。 

a) きず，割れ，まくれ，その他の有害な欠陥があってはならない。 

b) 各部の塗装及びめっきにむらがあってはならない。 

c) 塗装は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００８の 2.3 によるほか，次による。 

1) 外部塗装は，製造会社仕様塗料を使用し，ＮＤＳ Ｚ ８２０１の色番号２３１４ 

ＯＤ色により塗装するものとし，細部は，承認図面及び色見本による。 

2) 車体下部は，製造会社仕様の黒色で塗装する。 

3) 操縦室内及びバンボディー内部は，製造会社仕様による。 

2.5.2  性能 

性能は，次による。 

a) 車両性能は，次による。 

なお，計算値を可とする。 

1) 最高速度   ８０km／ｈ以上（乾燥路面で積車状態） 

2) 最小回転半径 ９ｍ以下 

2.6  製品の表示 

製品の表示は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００８の 2.4 によるほか，細部は承認図面によ

る。 

なお，自動車番号標は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００８の 2.4.4 の表２の“車両法適用除

外指定の車両”とする。 

3  監督・検査 

監督及び検査は，契約担当官等の定める監督及び検査実施要領に基づき実施する。 

4  出荷条件   

出荷条件は，商慣習による。 

品  名 自活車 
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5  その他の指示 

5.1  提出書類等   

提出書類等は，次による。 

a) 類別原資料は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｙ００００７の 4.1.1 による。 

b) 取扱説明書等は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００８の 5.1.2 による。 

c) 車両法適用除外指定申出書関連書類は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００８の 5.1.3 によ

る。 

d) 完成写真等は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００８の 5.1.5 による。 

e) 車両等主要諸元資料は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００８の 5.1.6 による。 

5.2  自動車検査証・車歴簿 

自動車検査証及び車歴簿は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００８の 5.3 及び 5.5 による。 

5.3  附属品・予備品   

附属品及び予備品は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００８の 5.6 によるほか， 次による。 

a) 附属品 附属品は，次による。 

1) 非常信号灯（道路運送車両法の保安基準適合品，乾電池式，懐中電灯兼用式） 

１ＥＡ 

2) 粉末消火器 ＡＢＣ・１.８kg・自動車用（消防法及び国等による環境物品等の調達

の推進等に関する法律第６条及び第７条の規格の適合品，リサイクルシール付）

（操縦室内及びバンボディー内）                  各１ＥＡ 

3) 車止め（２ＥＡで１組，紐付）                    ２組 

b) 予備品 予備品は，次による。 

1) 予備タイヤ（ディスクホイール付）                  １本 

2) スタッドレスタイヤ（１両分）の必要の有無は，調達要領指定書により指定する。 

3) トイレラッピング（凝固剤を含む）              ８５０回分以上 

5.4  承認用図面・色見本 

承認用図面及び色見本は，次による。 

a) 承認用図面 契約の相手方は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｙ００００７の 4.3 により，次の承認

用図面を作成の上，提出し，承認を受けなければならない。 

1) 外形図（寸法及び質量を含む。） 

2) 配置図（バンボディー内部寸法図） 

3) 結線図 

4) 配管系統図 

5) 塗装配置図 

6) 航空自衛隊標識図 

7) 銘板図 

8) その他必要な図面 
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b) 色見本  契約の相手方は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｙ００００７の 4.3 により，車体外部の塗

料の色について，色見本を作成の上，提出し，承認を受けなければならない。 

なお，色見本の細部については，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００８の 2.3.4 による 

5.5  装備品等不具合報告（ＵＲ）対策 

装備品等不具合報告（ＵＲ）対策は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｙ００００７の 4.4 による。 

 

5.6  技術変更提案（ＥＣＰ） 

技術変更提案（ＥＣＰ）は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｙ００００７の 4.7 による。 
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付図－自活車の形状及び寸法


